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居
延
漢
簡
の
研
究
は
一
九
七
三
・
七
四
年
の
新
た
な
発
掘
の
報
告
を

待
つ
間
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
集
の
『
居
延
漢
簡
甲
乙
編
』

に
よ
っ
て
、
一
九
三
0
•
三
一
年
居
延
漢
簡
を
再
検
討
す
る
時
期
に
あ

①
 

る
と
い
え
る
。
再
検
討
と
は
、
古
文
書
学
的
分
析
を
行
な
う
と
い
う
こ

R
 

と
で
あ
る
。
三
0
•
三
一
年
居
延
漢
簡
は
、
釈
文
が
ま
ず
発
表
さ
れ
後

に
写
真
が
発
表
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
た
め
に
、
研
究
の
方
法
が
釈
文
を

直
接
に
利
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
写
真
発
表
の
後
に
は
、
簡

の
形
状
や
書
式
・
筆
跡
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
、
釈
文
の
み
を
利
用

す
る
研
究
に
対
し
て
別
の
角
度
か
ら
精
密
さ
を
増
し
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
未
だ
簡
番
号
と
出
土
地
点
の
関
係
が
完
全
に

判
明
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
全
て
の
簡
を
有
効
に
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
で
、

は
じ
め
に

一
九
八
一
年
に
北
京
か
ら
『
居

延
漢
簡
甲
乙
編
』
の
出
版
が
成
さ
れ
る
や
、
巻
末
の
附
録
に
よ
っ
て
す

べ
て
の
簡
の
出
土
地
が
判
明
し
、
更
に
同
年
台
湾
の
簡
讀
学
会
か
ら

『
居
延
漢
簡
新
編
（
上
）
」
が
出
版
さ
れ
、
『
居
延
漢
簡
甲
乙
編
』
の
釈
文

と
、
労
餘
氏
の
『
居
延
漢
簡
」
図
版
之
部
の
写
真
及
び
考
釈
之
部
の
釈

文
と
が
、
す
べ
て
容
易
に
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
三
〇

•
三
一
年
居
延
漢
簡
を
改
め
て
古
文
書
学
的
に
精
査
す
る
条
件
が
整
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

古
文
書
学
的
分
析
・
考
察
を
行
な
っ
た
論
考
と
し
て
は
既
に
、
森
鹿

③
 

三
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
り
、
一
九
六
七
年
に
は
マ
イ
ケ
ル
・
ロ
ー
ウ

ェ
ー
氏
の
『
レ
コ
ー
ド
・
オ
プ
・
ハ
ン
・
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
」

④
 

が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
写
真
を
活
用
し
書
式
・
筆
跡
に
よ
っ
て
個

々
の
木
簡
の
冊
書
を
想
定
し
た
グ
ル
ー
プ
化
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
一
九
七
四

l
七
九
年
に
は
永
田
英
正
氏
が
「
居
延
漢
簡
の
集
成

⑥
 

（一）

l
（
-
―
-
）
」
に
お
い
て
、
純
粋
に
書
式
・
形
状
か
ら
簡
の
グ
ル
ー
プ

化
を
試
み
、
個
々
の
簡
の
性
格
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
木
簡
と
は

本
来
ば
ら
ば
ら
な
も
の
で
は
な
く
、
縄
に
よ
っ
て
編
綴
さ
れ
た
冊
書
の

居
延
漢
簡
に
み
え
る
文
書
の
逓
伝
に
つ
い
て

鵜

飼

昌

男
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一
九
三
0
•
三
一
年
居
延
漢
簡
約
一
万
一
千
枚
は
、
出
土
地
域
が
漢

代
の
西
北
辺
境
の
た
め
、
簡
の
内
容
は
軍
事
に
関
す
る
こ
と
が
主
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
は
内
容
に
よ
っ
て
大
別
す
れ
ば
、
各
官
庁

間
の
公
文
書
と
各
種
の
帳
締
・
名
籍
類
、
及
び
若
干
の
私
信
と
に
分
け

⑦
 

ら
れ
、
特
に
帳
簿
・
名
籍
類
は
全
体
の
七

0
％
以
上
を
占
め
て
い
る
。

漢
代
の
辺
境
地
域
で
は
、
防
衛
の
た
め
の
軍
事
機
構
と
し
て
郡
太
守

の
下
に
部
都
尉
が
各
地
域
と
と
に
設
置
さ
れ
、
居
延
地
域
で
も
張
腋
太

守
の
下
に
居
延
都
尉
と
肩
水
都
尉
が
置
か
れ
た
。
部
都
尉
の
管
轄
地
域

は
い
く
つ
か
の
候
官
に
分
担
さ
れ
、
各
候
官
に
は
候
（
障
候
）
が
主
治
し
、

そ
の
下
に
い
く
つ
か
の
候
が
候
長
を
責
任
者
と
し
て
設
置
さ
れ
、
最
前

線
の
隊
を
統
轄
し
て
防
衛
ラ
イ
ン
を
形
成
し
て
い
た
。
出
土
し
た
漢
簡

帳
簿
の
形
態
に
つ
い
て

形
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
書
式
・
形
状
・
筆
跡
に
よ
っ
て
分
類
整
理
を

行
な
う
作
業
と
は
、
即
ち
断
簡
を
冊
書
に
復
原
し
て
ゆ
く
作
業
に
あ
た

る
。
一
九
六
一
年
に
大
庭
脩
氏
が
元
康
五
年
の
詔
書
冊
の
復
原
に
成
功

⑥
 

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
居
延
漢
簡
研
究
に
お
け
る
こ
の
作
業
の
必
要

性
と
有
効
性
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
作
業
を
私
な
り
に
行
な
っ
た
上

で
、
特
に
辺
境
に
お
け
る
文
書
・
帳
簿
の
逓
伝
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
、

そ
れ
に
関
連
す
る
十
数
簡
が
新
た
に
冊
書
に
復
原
で
き
た
こ
と
を
発
表

す
る
も
の
で
あ
る
。

は
こ
の
よ
う
な
機
構
の
中
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
史
書
に

は
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
行
政
の
末
端
の
日
常
的
な
様
子
を
窺
え
る

も
の
で
あ
る
。

漢
代
で
は
行
政
の
報
告
と
し
て
帳
簿
が
広
汎
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
、
正
史
の
記
述
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
辺
境
地
域
の
最
前

線
か
ら
も
帳
簿
の
断
簡
が
数
多
く
出
土
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
徹

底
ぶ
り
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
広
汎
な
帳
簿
行
政
の
根
幹

と
な
る
も
の
と
し
て
は
、
正
史
の
中
に
上
計
制
度
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
続
漢
書
百
官
志
五
の
郡
国
の
条
の
劉
昭
の
注
に
、

秋
冬
遣
無
害
吏
案
訊
諸
囚
、
平
其
罪
法
、
論
課
殿
最
、
歳
尽
遣
吏

上
計
。

と
あ
り
、
郡
国
で
は
郡
太
守
諸
侯
相
の
責
任
の
下
に
一
年
間
の
計
簿
が

作
成
さ
れ
、
そ
れ
を
上
計
吏
が
都
へ
持
参
し
丞
相
府
の
審
問
に
答
え
る

⑧
 

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
計
簿
に
よ
っ
て
皇
帝
は
郡
国
の
様
子
を

総
覧
で
き
、
郡
太
守
な
ど
の
地
方
官
の
治
績
を
評
価
で
き
る
の
で
あ
っ

た
。
郡
国
が
こ
の
よ
う
な
計
簿
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、
当
然
下
部
組

織
か
ら
の
報
告
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
概
要
は
同
じ
く
百
官
志
五
の
県

の
条
の
劉
昭
注
に
、

秋
冬
集
課
、
上
計
於
所
属
郡
国
。

と
あ
り
、
後
漢
の
人
胡
広
日
く
と
し
て
、

秋
冬
歳
尽
、
各
計
県
戸
口
墾
田
、
銭
穀
入
出
、
盗
賊
多
少
、
上
其

集
簿
゜

と
あ
る
こ
と
で
わ
か
る
。
居
延
か
ら
出
土
し
た
帳
簿
簡
は
ま
さ
に
こ
の

- 16 -



上
計
の
基
礎
資
料
と
な
る
各
種
の
帳
簿
の
断
簡
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
出
土
し
た
木
簡
は
一
枚
一
枚
何
の
脈
絡
も
な
い
。
木
簡
の

本
来
の
姿
は
編
綴
さ
れ
た
冊
で
あ
り
、
帳
簿
も
同
様
で
あ
る
。
現
在
、

木
簡
に
よ
る
帳
簿
の
姿
を
窺
い
得
る
も
の
に
、
居
延
漢
簡
の
中
で
は
唯

一
、
冊
の
姿
を
と
ど
め
た
所
謂
永
元
器
物
簿
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

冒
頭
に
表
題
を
記
し
た
簡
が
あ
り
、
次
に
摂
簿
の
内
容
で
あ
る
簿
録
の

簡
が
何
枚
も
続
き
、
そ
し
て
簿
録
を
総
計
し
た
帳
尻
簡
が
あ
り
、
再
び

表
題
を
記
し
た
簡
で
し
め
く
く
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
帳
簿
が
各
部
署
で
作
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
帳
簿

が
上
級
官
庁
へ
報
告
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
更
に
一
枚
、
送
り

状
と
で
も
言
う
べ
き
上
申
文
書
を
記
し
た
簡
が
付
け
ら
れ
る
。
居
延
漢

簡
で
は
送
り
状
の
記
述
は
候
長
か
ら
候
官
へ
上
申
す
る
も
の
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
簡
の
出
土
地
が
当
時
の
候
官
の
遺
跡
に
集
中
し

て
い
る
こ
と
に
よ
る
た
め
で
あ
る
。
送
り
状
に
よ
れ
ば
候
が
帳
薄
作
成

の
最
小
単
位
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
が
、
敦
煙
や
居
延
の
出
土
地
の

中
で
隊
の
遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
地
点
か
ら
も
帳
薄
簡
が
出
土
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
帳
簿
は
末
端
の
隊
で
も
着
実
に
作
成
さ
れ
、
隊
か
ら
所
属

⑨
 

の
候
へ
送
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

送
り
状
は
居
延
漢
簡
の
中
に
五
七
枚
を
指
摘
で
き
る
が
、
中
に
は
背⑩

 

面
に
「
令
史
宜
」
と
か
「
候
史
定
」
と
い
っ
た
署
名
の
あ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
署
名
は
他
の
居
延
簡
の
署
名
を
有
す
る
簡
と
同
様
に
本
文
と
同
筆

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
文
書
の
作
成
者
（
沓
記
者
）
の
署
名
で
あ
る
。

一
般
に
署
名
の
意
義
と
は
、
そ
の
文
書
に
つ
い
て
の
信
用
性
を
も
た
せ

る
こ
と
と
文
書
作
成
に
お
け
る
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で

あ
る
。
信
用
性
を
も
た
せ
る
こ
と
に
、
よ
り
比
重
の
あ
る
木
簡
と
し
て

は
、
旅
行
者
の
身
分
証
明
書
と
も
言
う
べ
吾
榮
が
あ
る
。
榮
と
は
、
大

⑪
 

庭
脩
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
表
面
に
発
給
年
月
日
・
旅
行
の
目
的
・
目

的
地
・
前
科
の
無
い
旨
の
証
明
・
旅
行
中
の
通
過
関
津
名
・
申
請
者
所

属
の
官
庁
か
ら
の
通
過
許
可
が
記
さ
れ
、
背
面
に
書
記
者
の
署
名
が
あ

る
も
の
で
あ
る
。
漢
代
の
関
津
の
通
過
に
は
証
明
書
を
必
要
と
す
る
こ

と
か
ら
、
業
に
は
文
書
の
信
用
性
が
強
く
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

送
り
状
の
場
合
は
、
署
名
は
左
の
史
料
か
ら
帳
簿
作
成
時
の
責
任
の
明

確
化
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

図
坐
移
正
月
尽
一
＿
一
月
四
時
吏
名
籍
誤
十
事
適

□里
一
八
五
・
三
二

こ
の
簡
は
上
部
が
欠
け
て
い
る
た
め
対
象
と
な
る
人
名
も
所
属
も
不
明

で
あ
る
が
、
甲
渠
候
官
か
ら
出
土
し
て
い
る
の
で
候
官
か
ら
都
尉
府
へ

送
ら
れ
た
正
月
か
ら
三
月
ま
で
の
三
カ
月
間
の
吏
名
籍
に
十
個
所
の
誤

り
が
あ
っ
た
た
め
、
書
記
者
某
が
処
罰
を
受
け
て
•
•
…
•
と
い
う
内
容
の

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
先
述
の
如
く
帳
簿
が
末
端
の
隊
で
も

作
成
さ
れ
、
順
次
上
級
官
庁
へ
送
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
の
帳
簿
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
送
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
各
々

⑲
 

提
出
先
に
お
い
て
校
閲
を
受
け
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
後
改
め
て
編
集
し
、

清
害
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
校
閲
の
際
、
も
し
帳
簿
に

誤
り
が
あ
れ
ば
そ
の
責
任
を
問
う
た
め
に
は
帳
簿
作
成
者
の
明
記
、
つ

ま
り
署
名
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
各
帳
簿
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の
信
用
性
を
も
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
蓋
し
、
下
級
官
吏
の
考

課
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
居
延
漢
簡
の
中
に
は
署
名
の
無
い
送
り
状
も
存
在
し
て
い

る
。
こ
れ
を
考
え
る
に
は
幸
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
例
と
し
て
冊
書
の
形
を

と
ど
め
た
、
或
い
は
冊
書
を
想
定
で
き
る
帳
薄
が
あ
る
。
署
名
の
あ
る

例
と
し
て
は
、
一
九
七
三
、
七
四
年
発
掘
の
居
延
簡
の
中
に

A
3
2
肩
水

金
関
か
ら
出
土
し
た
棗
他
莫
当
隊
の
守
御
器
簿
が
あ
り
、
署
名
の
無
い

例
と
し
て
は
、
先
の
永
元
器
物
簿
が
あ
る
。
莫
当
隊
守
御
器
簿
は
『
文

物
」
の
概
報
に
よ
れ
ば
、
縄
は
切
れ
て
い
る
が
、
一
括
し
て
出
土
し
た

⑬
 

一
応
完
結
し
た
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
永
元
器
物

簿
は
総
数
七
八
枚
に
及
ぶ
長
大
な
も
の
で
、
五
つ
の
摂
簿
を
編
綴
し
て

お
り
同
一
筆
跡
で
書
き
通
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
送
り
状
は
五
つ
の
そ

れ
ぞ
れ
の
末
尾
に
つ
い
て
い
る
。
注
目
す
べ
苔
点
は
、
永
元
器
物
簿
の

と
じ
縄
が
か
な
り
の
余
分
を
残
し
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
一
応
完
結
し
た
と
考
え
ら
れ
る
莫
当
隊
守
御
器
簿
に
対
し
て
、
と

じ
縄
の
点
か
ら
永
元
器
物
簿
は
完
結
し
て
い
な
い
脹
簿
で
あ
る
と
考
え

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
送
り
状
に
署
名
の
無
い
も
の
は
、
い
く
つ
も
の

帳
締
を
同
時
に
同
一
人
が
書
写
し
た
後
に
送
る
場
合
の
、
各
帳
簿
ご
と

の
送
り
状
で
あ
り
、
署
名
の
有
る
も
の
は
、
編
綴
さ
れ
た
複
数
の
帳
簿

で
も
単
一
の
隈
簿
で
も
、
帳
簿
の
最
終
部
分
に
あ
る
送
り
状
で
あ
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
送
り
状
を
付
し
た
帳
簿
が
逓
伝
さ
れ
る
に
は
、
更
に
も
う
一

枚
の
木
簡
が
必
要
で
あ
っ
た
。
検
（
封
検
）
と
い
う

郵
書
に
つ
い
て

肩
水
侯
官

康
名
籍

穀
簿

歳

留

口

五

・

一

六

の
よ
う
な
簡
で
あ
る
。
こ
の
簡
は
縦
一
八
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
ニ
―

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
通
常
の
簡
が
縦
二
三

0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横

1
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
の
と
は
大
い
に
異
な
る
。
従
来
、
検
に
つ

い
て
は
文
書
の
上
蓋
と
し
て
中
味
を
隠
す
た
め
の
も
の
と
言
わ
れ
て
き

た
が
、
出
土
し
た
検
す
べ
て
の
形
状
か
ら
考
え
て
、
守
秘
機
能
を
も
ち

得
な
い
こ
と
は
付
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
検
は
帳
簿
だ
け
で
な

く
、
檄
な
ど
の
露
布
の
文
書
を
除
い
て
す
べ
て
の
文
書
の
伝
達
に
に
用

い
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
何
枚
も
の
簡
を
綴
っ
た
帳
簿
は
巻
い
た
状

態
に
さ
れ
、
そ
の
上
に
宛
先
を
書
い
た
検
を
の
せ
全
体
に
縄
を
か
け
て

⑭
 

封
泥
を
施
し
て
伝
達
準
備
は
完
了
す
る
。

以
上
、
逓
伝
に
あ
た
っ
て
の
文
書
の
形
態
を
帳
簿
を
例
と
し
て
述
べ

て
き
た
が
、
で
は
実
際
に
逓
伝
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
っ
た
の

か
。
ま
た
、
帳
簿
の
校
閲
の
如
く
、
逓
伝
業
務
は
ど
の
よ
う
に
チ
ェ
ッ

ク
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
以
下
で
は
こ
の
二
つ
の
こ
と
を

述
べ
て
み
た
い
。

公
文
書
の
郵
送
の
様
子
を
窺
え
る
も
の
と
し
て
居
延
漢
簡
に
は
、

北
書
三
封
合
檄
板
檄
各
一
繹
戸
豆
悶
韮
匹
麟
立
霜
塾
在
所
虹
畔
碩
鱈
臼
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＜付表＞ 居延漢簡の寸法から見た封検と他簡の分布

2
 

ー

ー

／ ／ ／ ／ ／ 

(cm) V ヅ~/ / / / /1/ 

V ／ V/I /// 
／ V// v/ /y 

0.0 
／ /// V //y 
. ／ //  /// 

゜k 
： 

゜o X 

X o ~ x X X X o 

XX X Ox 

X X 0 ` 
X 。oxxx ゑ 0X x 

X 
5.0 

《 X料Xが x ヽ~

X Ox X X 

X X x 

゜ X X 

X 

o? o.o 
X 

グ`縦
． ．． ． ． 

(cm) 1.0 2.0 3.0 4.0 
横

凡例封検と他簡をその縦横の寸法をもとに座標にとったものである。

x……A8甲渠候官出土の封検

0..…•A33肩水候官出土と A32肩水金関出土の封検

△……P9博羅松治とA22布肯托尼出土の封検

碑の範囲内は、封検と掲以外の完全なる簡のあてはまる範囲である。

- 19 -



（舟井）

（

居

延

）

＼

執

胡

ー

誠

北

／

＼

舟

井

収

降

ー

当

曲

ー

不

侵

武

賢

ー

臨

木

／

呑

遠

／

誠

努

北

（甲渠）

南
書
二
封
皆
都
尉
章
・
詣
張
液
太
守
府
・
甲
戌

執
胡
卒

□受
不
侵
卒
楽

卒
良

鋪
七
分
臨
木
卒
副
受
ilt井
卒
弘
鶏
鳴
時

収
降
卒
福
界
中
九
十
五
里
定
行
八
時
三
分
実
行
七
時
二
分

一
五
七
・
一
四

六
月
戊
申
夜
大
半
三
分

己
酉
平
旦
一
分
付
誠
北

四
九
・
ニ
ニ
、

一
八
五
・
三

が
あ
り
、
郵
書
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

郵
書
簡
は
、
上
段
に
北
書
、
南
書
と
あ
る
の
は
北
向
け
文
書
、
南
向

け
文
書
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
三
封
二
封
と
文
書
数
を
記
し
て
い
る
。

中
段
に
は
文
書
に
つ
い
て
い
る
封
泥
の
文
を
記
し
発
送
者
を
示
し
、
某

所
に
詣
る
と
い
う
宛
先
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
封
検
の
文
を
読
み

と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
下
段
に
は
、
文
書
逓
伝
の
記
録
と
し
て
、
受

け
取
り
時
刻
、
受
け
渡
し
時
刻
、
逓
伝
に
あ
た
っ
た
隊
卒
名
が
記
さ
れ

て
い
る
。

郵
書
に
つ
い
て
は
永
田
英
正
氏
が
、
文
書
逓
伝
に
際
し
て
各
中
継
地

で
中
継
日
時
と
中
継
者
を
記
録
し
、
所
定
の
中
継
区
間
と
と
に
つ
け
か

え
な
が
ら
郵
便
物
と
と
も
に
伝
送
し
、
そ
の
記
録
が
完
了
す
る
と
後
日

の
証
と
し
て
候
官
へ
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
い

⑮
 

る
。
更
に
氏
は
簡
の
下
段
の
記
録
か
ら
次
の
よ
う
な
逓
伝
系
統
図
を
作

⑯
 

成
さ
れ
て
い
る
。

簿
60

こ
れ
は
陳
夢
家
氏
が
作
成
さ
れ
た
の
を
永
田
氏
が
修
正
し
た
も
の
で
、

私
も
こ
れ
を
支
持
す
る
の
で
こ
こ
に
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
図
は

文
書
逓
伝
の
ル
ー
ト
で
は
あ
る
が
、
敦
煽
漢
簡
の
中
に
も
郵
害
が
あ
り
、

入
西
簿
書
二
封
↓
仁
琴
韮
誌
認
四
這
転
翌
蒜
虹
嗜
始
建
国
元
年
十
月

辛
未
日
食
時
関
奮
夫
受

□口
卒
趙
彰

T.XIV.i.7 (
c
h
.
3
6
7
)
 

入
西
簿
書
一
吏
馬
行
隷
惰
店
虹
罪
謡
暉
ー
中
時
楊
威
卒

□口

受

□口
卒
趙
仲

T.XXVIII.54. (c
h
.
 
614)
簿
61

簿
書
と
い
う
書
苔
方
か
ら
し
て
、
帳
簿
を
送
る
場
合
も
こ
の
図
の
ル
ー

ト
に
の
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

隊
卒
に
よ
る
文
書
の
リ
レ
ー
を
記
録
し
て
い
る
郵
書
は
、
永
田
氏
の

説
の
如
く
中
継
点
と
と
に
つ
け
か
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
甲
渠
候

官
か
ら
出
土
し
た
十
七
枚
を
検
討
し
て
み
る
と
候
官
管
轄
区
域
に
入
る

日
時
と
管
轄
区
域
を
出
る
日
時
を
記
し
、
そ
の
間
を
省
略
し
た
よ
う
な

簡
が
多
い
。
ま
た
簡
に
よ
っ
て
は
若
干
の
記
録
事
項
に
差
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
も
、
憶
測
で
は
あ
る
が
、
郵
書
は
候
官
の
端
の
隊
（
図
で

言
え
ば
当
曲
隊
や
臨
木
隊
）
に
お
い
て
、
候
官
内
の
逓
伝
記
録
を
改
め
て
一

枚
に
記
し
候
官
へ
の
提
出
用
と
し
て
、
一
月
単
位
で
提
出
し
た
の
で
あ

⑪
 

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
後
述
の
冊
書
の
内
容
と
、
共
に
提
出
の
際
に
郵

書
の
冊
に
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、

図
酉
臨
木
隊
長
忠
敢
言
之
謹
移
郵
書

Z

ー
ニ
七
・
ニ
九
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の
よ
う
な
簡
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
―
二
七
・
ニ
九

は
郵
書
冊
の
送
り
状
で
あ
る
が
、
帳
尻
の
簡
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、

臨
木
隊
の
も
の
な
ら
ば
、

•
右
南
書
四
四
・
―
ニ

と
い
う
簡
が
つ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
提
出
さ
れ
た
郵
書
に
よ
っ
て
候
官
で
は
何
を
調
べ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

周
礼
の
司
徒
、
掌
節
に
は
、

門
関
用
符
節
、
貨
賄
用
朋
節
、
道
路
用
施
節
、
皆
有
期
以
反
節
。

と
あ
り
、
鄭
玄
が
、

施
節
今
使
者
所
擁
節
是
也
、
将
送
者
執
此
節
以
送
行
者
皆
道
里
日

時
課
如
今
郵
行
有
程
突

と
注
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
漠
代
に
は
文
書
の
逓
伝
、
つ
ま
り

郵
行
に
は
程
が
あ
り
、
そ
れ
は
道
里
と
と
に
所
用
時
間
が
決
め
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
候
官
で
は
逓
伝
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ

が
規
定
の
時
間
ど
お
り
に
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
郵
書
に
よ
っ

て
調
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
郵
書
の
下
段
に
は
逓
伝
の
卒
名
と
時

刻
の
記
録
の
後
に
、
逓
伝
の
全
行
程
を
ふ
り
か
え
っ
て
「
界
中
何
里
書

定
行
何
時
実
行
何
時
」
と
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
留
遅
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
責
任
者
が
侯
官
に
出
頭
し
た
こ
と

か
ら
、
界
中
と
は
候
官
管
轄
区
域
内
の
こ
と
を
指
し
、
定
行
と
は
ま
さ

に
「
郵
行
有
程
突
」
の
程
に
あ
た
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
ヶ
月
分
の
郵
書
を
候
官
に
提
出
し
、
候
官
で
は
逓
伝
に
留
遅
が
無

か
っ
た
か
ど
う
か
を
調
べ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
査
閲
の
結
果
、
留
遅
が

認
め
ら
れ
れ
ば
当
然
し
か
る
べ
き
処
置
が
と
ら
れ
る
。
そ
の
処
置
を
具

体
的
に
木
簡
の
文
に
求
め
れ
ば
、

臨
木
卒
戎
付
誠
努
北
隊
卒
則
界
中
八
十
里
書
定
行
九
時

時
解
何

の
よ
う
な
簡
が
作
成
さ
れ
、

郵
書
失
期
前
数
召
候
長
散
詣
官
対
状
口

郵
書
失
期
に
つ
い
て

一
三
三
・
ニ
三

―
二
三
・
五
五

と
あ
る
よ
う
に
責
任
者
と
し
て
候
長
が
候
官
に
出
頭
を
命
じ
ら
れ
て
問

責
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
、
対
状
…
…
と
あ
る
こ
と
か
ら

⑱
 

事
情
聴
取
も
行
な
わ
れ
、
所
謂
詣
官
簿
に
、

当
曲
隊
長
関
武
持
郵
書
詣
官
十
月
己
亥
蚤
食
入

四
六
•
六

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
提
出
用
の
郵
書
を
作
成
す
る
際
の
も
と
の
資
料
と

な
っ
た
郵
書
を
持
参
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
郵
書
失
期
を
問
責
し
た
木
簡
は
、
郵
書
と
記
載
内
容
は

似
て
い
る
。
書
式
が
郵
書
で
は
下
段
に
あ
る
逓
伝
記
録
が
二
行
ま
た
は

＿
―
-
行
に
わ
か
た
れ
て
小
字
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
郵
書
失
期
を
問
う
も

留
遅
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の
で
は
一
行
に
大
き
く
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
と
留
遅
何
時
解
何
と

い
う
語
句
に
よ
っ
て
居
延
漢
簡
を
さ
ぐ
る
と
以
下
の
九
簡
を
指
摘
で
き

る。
⑦
廿
五
里
操
当
行
二
時
五
分
定
行
十
一
時
口

四
・
ニ
三

七
0
・
ニ
―

⑨
臨
木
卒
戎
付
誠
努
北
隊
卒
則
界
中
八
十
里
書
定
行
九
時
留
遅
一

時

解

何

一

三

三

・

ニ

三

＠
図

□月
郵
書
二
封
張
液
居
延
都
尉
十
一
月
壬
子
夜
食
当
曲
卒
同
受

収
降
曰
一
八
八
・
ニ
―
‘
一
九
四
•
一
―

R
難
後
鳴
五
分
当
曲
図

一
九
三
・
ニ

®
•
翡
匹
翡
虹
吋
十
一
月
己
未
夜
半
当
曲
卒
同
受
収
降
卒
厳
下
鋪

臨

木

卒

禄

付

誠

努

北

隊

卒

則

二

0
三
・
ニ

R
図
月
郵
書
課
北
書
一
封
張
液
広
地
候
印
詣
居
延
四
月
癸
亥
舟
以

IZl

ニ
ー
四
・
―
二

R
図
乙
未
蚤
食
当
曲
隊
卒
威
受
収
降
卒
厳
夜
少
半
四
分
臨
木
卒
図

ニ
ニ
四
・
ニ
三
、
一
八
八
・
三

⑰
界
中
八
十
里
書
定
行
十
時
留
遅
二
時
解
何

二
三
一
・
ニ

更
に
比
較
的
完
全
な
簡
と
思
わ
れ
る
＠
の
上
部
の
「
•
校
臨
木
郵
書
一

封
」
と
い
う
記
載
か
ら
、

④
一
月
郵
書

□北
書
二
封
肩
水
図

◎
•
校
臨
木
十
一
月
図

⑨
•
校
臨
木
十
一
月
郵
書
一7

十
一
月

◎
•
校
臨
木
郵
書
三
封
図

の
三
簡
も
同
類
の
簡
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
以
上
の
―
二
簡
の
筆
跡
を
検
討
し
て
ゆ
く
と
同
筆
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
⑨
R
R
@
＠
⑦
◎
⑨
◎
と
九
簡
あ
る
。
こ
れ

ら
九
簡
の
筆
法
は
、
横
画
が
細
め
に
右
へ
鋭
く
流
れ
、
特
に
⑨
R
⑨
②

に
あ
る
卒
の
字
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
横
画
の
右
へ
の
上
へ
跳
ね
上
げ
て

終
る
こ
と
な
ど
が
共
通
し
て
い
る
。
簡
質
に
つ
い
て
も
こ
れ
ら
九
簡
は
、

縦
横
の
寸
法
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
木
目
も
間
隔
の
均
等
な
、
は
っ
き

り
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
共
通
の
特
色
と
い
え
る
。
ま
た
、
簡
相
互

の
つ
な
が
り
を
検
討
す
る
と
、
⑭
の
欠
損
部
分
に
は
⑨
か
ら
考
え
て

「
•
校
臨
木
何
月
」
と
い
う
字
の
入
っ
た
断
簡
が
あ
る
は
ず
で
、
こ
れ

は
◎
の
記
録
と
同
じ
こ
と
に
な
り
、
⑭
の
月
の
上
に
残
っ
た
横
画
は
◎

の
十
一
の
一
の
部
分
で
あ
り
◎
の
残
存
部
の
墨
の
跡
は
②
の
月
の
字
の

右
肩
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
三
・
ー
ニ
と
一
八

八
・
ニ
―
‘
一
九
四
．
l

-

は
本
来
一
簡
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
次
い

で
、
九
簡
は
居
延
収
降
隊
卒
か
ら
甲
渠
当
曲
隊
卒
が
郵
便
物
を
受
け
、

臨
木
隊
卒
が
舟
井
誠
努
北
隊
卒
へ
渡
し
た
と
い
う
南
書
の
ル
ー
ト
を
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
⑨
を
参
照
し
て
⑨
に
続
く
文
を
考
え
れ
ば
、
⑦
の

簡
が
続
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
⑰
の
逓
伝
記
録
の
夜
半
に
受
け
取

り
下
鋪
に
渡
し
た
と
い
う
所
用
時
間
は
、
十
二
時
で
あ
り
⑦
の
定
行
十

時
留
遅
二
時
と
一
致
す

5
。
し
た
が
っ
て
、
⑨
と
も
は
連
続
す
る
簡
で

六
三
・
ー
ニ

七
八
・
八

ニ
ニ
四
•
五

- 22 -



あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
九
簡
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
先
に
指
摘
し
た
一

二
簡
の
中
に
別
筆
で
は
あ
る
が
R
が
あ
り
、
図
月
郵
書
課
と
い
う
語
句

が
み
え
る
。
郵
書
課
の
課
と
は
、
続
漢
書
百
官
志
の
郡
国
の
条
の
劉
昭

の
注
に
、秋

冬
遣
無
害
吏
案
訊
諸
囚
、
平
其
罪
法
、
論
課
殿
最
、

と
あ
る
も
の
や
、
同
じ
く
県
の
条
の
劉
昭
注
に
、

秋
冬
集
課
、
上
計
於
所
属
郡
国

と
あ
り
、
後
漢
の
胡
広
の
注
と
し
て
、

秋
冬
歳
尽
、
各
計
県
戸
口
墾
田
、
銭
穀
入
出
、
盗
賊
多
少
、
上
其

集
簿
。
丞
尉
以
下
、
歳
詣
郡
、
課
校
其
功
、

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
課
と
は
一
定
の
程
式
に
よ
っ
て
は
か
り
調
べ
る
こ

と
で
あ
り
、
上
計
な
ら
ば
計
簿
に
よ
っ
て
賊
の
多
少
や
墾
田
の
増
加
量

を
は
か
り
、
各
地
方
官
の
治
績
を
調
べ
る
の
で
あ
る
。
郵
書
課
の
場
合

は
、
候
官
へ
提
出
さ
れ
た
郵
書
を
所
定
の
時
間
と
て
ら
し
あ
わ
せ
逓
伝

の
無
事
を
調
べ
た
報
告
と
い
う
こ
と
で
課
が
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

郵
書
課
に
は
、

建
昭
五
年
三
月
臨
木
隊
郵
書
課

一
四
五
・
三
四

と
い
う
表
題
簡
が
あ
り
、
簡
冊
と
し
て
単
独
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
先
に
郵
書
の
送
り
状
と
し
て
―
二
七
・
ニ
九
簡
を
あ
げ
た
が
、

そ
れ
に
は
郵
書
と
あ
っ
て
郵
書
課
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く

は
郵
書
と
郵
書
課
は
別
物
で
あ
っ
て
郵
書
課
は
隊
か
ら
送
ら
れ
て
き
た

郵
書
を
資
料
と
し
て
候
官
で
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
郵

書
課
の
記
録
に
よ
っ
て
逓
伝
の
留
遅
を
候
長
に
問
責
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
先
に
指
摘
し
た
―
二
簡
は
郵
書
課
な
の
か
と
い
う
と
私

は
そ
う
で
は
な
く
、
郵
書
課
に
基
づ
い
た
候
長
問
責
の
た
め
の
公
文
書

の
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
「
解
何
」
と
い
う
語
句
に
注
目

す
る
か
ら
で
あ
る
。
解
何
と
は
、
子
豪
亮
氏
が
「

A
居
延
漢
簡
甲
編
＞

⑳
 

補
釈
」
の
中
で
、
何
と
荷
が
通
じ
て
お
り
小
爾
雅
広
言
に
あ
る
何
は
任

な
り
、
荷
は
担
な
り
を
う
け
て
、
解
何
は
解
任
の
意
で
あ
る
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
が
、
私
見
で
は
解
は
如
何
と
読
み
侯
長
に
対
す
る
問
責
の
語

句
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
問
責
の
語
句
と
解
し
た
場
合
に
は
、

こ
の
簡
の
後
に
は
留
遅
を
説
明
す
る
候
長
の
愛
書
か
、
或
い
は
候
官
か

ら
の
然
る
べ
き
処
置
を
記
し
た
簡
が
続
く
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
筆
跡
と
簡
質
を
手
が
か
り
に
甲
渠
候
官
出
土
の
文
書
簡
を

調
べ
た
結
果
、
以
下
の
三
簡
を
得
る
の
で
あ
る
。
説
明
の
便
宜
の
た
め

に
ま
ず
五
五
・
―
一
、
一
三
七
・
六
、
ニ
ニ
四
・
三
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

R
十
一
月
郵
書
留
遅
不
中
程
各
如
牒
晏
等
知
郵
書
数
留
遅
為
府
発
不

事
拘
校
所
委

文
意
は
、
十
一
月
の
郵
書
に
よ
れ
ば
（
逓
伝
が
）
留
遅
し
規
程
の
時
間

内
に
成
さ
れ
て
い
な
い
状
況
は
そ
れ
ぞ
れ
牒
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。

⑪
 

晏
（
人
名
）
等
は
郵
書
の
記
録
に
し
ば
し
ば
留
遅
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

い
た
。
（
し
か
し
、
何
ら
適
切
な
処
置
を
取
ら
な
か
っ
た
の
で
）
そ
の
た
め
に

府
で
は
南
書
を
発
送
す
る
も
役
に
立
た
な
か
っ
た
云
々
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
府
と
は
居
延
都
尉
府
の
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
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一
八
一
―
-
•
ニ

九
簡
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
十
一
月
の
逓
伝
の
留
遅
を
各
如
牒
と
し

て
別
に
記
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
R
◎
⑨
◎
に
あ
る

十
一
月
と
一
致
し
、
上
部
が
欠
け
て
千
支
の
み
が
わ
か
る
⑦
の
乙
未
と

他
の
壬
子
、
己
未
の
三
つ
が
二
九
日
以
内
に
あ
て
は
ま
れ
ば
一
応
す
べ

て
同
月
内
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
最
も
早
い
乙
未
か
ら
三
つ
目
の
己
未

ま
で
合
計
二
五
日
間
と
い
う
こ
と
に
な
り
同
月
内
と
な
る
。
漢
代
に
お

い
て
、
牒
と
は
説
文
に
、

牒
、
札
也

と

あ

り

、

段

玉

裁

は

、

．

厚
者
為
栢
、
薄
者
為
牒

と
注
す
。
ま
た
説
文
に
札
は
、

札
、
牒
也

と
あ
り
、
段
注
で
は
、

二
字
互
訓
、
長
大
者
日
艇
、
薄
小
者
日
札
、
日
牒

と
あ
る
。
概
し
て
、
木
簡
の
形
状
に
よ
っ
て
分
け
た
も
の
の
名
詞
の
よ

う
で
あ
る
。
葉
に
つ
い
て
説
文
を
見
て
み
る
と
、

艇
、
贖
撲
也

と
あ
り
、
段
玉
裁
は
、

撲
、
素
也
。
脹
、
書
版
也
。
艇
謂
書
版
之
素
、
未
書
者
也
。

と
注
し
、
使
用
の
如
何
に
よ
っ
て
呼
称
の
ち
が
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

形
状
と
使
用
の
如
何
に
よ
る
呼
称
の
ち
が
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

口
安
漢
隊
札
二
百
両
行
五
十
縄
十
丈
五
月
輸
口

一
三
八
・
七
、

の
よ
う
な
隊
の
備
品
と
し
て
送
ら
れ
る
札
と
は
、
未
使
用
で
あ
る
。
札

に
文
字
を
記
し
た
結
果
、
文
書
と
な
っ
た
も
の
を
牒
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
先
の
九
簡
は
形
状
か
ら
言
え
ば
両
行
で
も
駆
で
も
な
く
札
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
各
如
牒
の
牒
を
先
の
九
簡
の
こ
と
で
あ
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
R
の
簡
に
続
く
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、
五
五
・
一
三
、

ニ
ニ
四
・
一
四
、
ニ
ニ
四
・
一
五
簡
が
あ
る
。

＠
任
小
吏
忘
為
中
程
甚
母
状
方
議
罰
檄
到
各
相
与
邸
校
定
吏
当
坐
者

考
。
須
行
法

こ
の
簡
の
文
意
は
、
小
吏
が
規
程
を
守
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
こ
と

は
、
は
な
は
だ
母
状
で
あ
る
。
ま
さ
に
罰
を
議
さ
ん
と
す
る
の
で
、
檄

が
到
ら
ば
各
自
邸
に
お
い
て
吏
の
坐
す
べ
き
も
の
を
校
定
す
る
も
法
を

行
う
こ
と
を
ま
つ
こ
と
を
言
え
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
簡
の
冒

頭
の
文
に
よ
っ
て
、
R
の
簡
の
末
尾
の
部
分
の
意
味
が
委
任
す
る
所
の

小
吏
と
わ
か
り
、
R
R
の
連
続
は
矛
盾
な
い
。

さ
ら
に
、
五
五
・
ニ
三
簡
が
続
い
て
下
達
文
書
を
し
め
る
。

⑰
母
忽
如
律
令
会
月
十
六
日

R
の
簡
が
最
後
で
一
応
文
の
意
味
は
完
結
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、

課
母
状
者
行
法
母
忽
如
律
令

一
八
五
・
ニ
三
、
一
八
五
・
ニ
四

と
い
う
簡
が
別
筆
で
あ
る
が
存
在
し
て
い
る
。
⑰
と
＠
の
連
続
は
可
能

で
あ
り
、
文
意
か
ら
い
っ
て
も
方
議
罰
と
言
い
須
行
法
と
言
う
の
で
あ

る
か
ら
、
候
官
へ
の
出
頭
を
命
じ
て
い
る
簡
は
必
要
と
な
る
。
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⑨
•
校
臨
木
十
一
月
郵
書
一□

◎
°
校
臨
木
十
一
月
郵
書
三
封

lZI

ゲ
界
中
八
十
里
書
定
行
十
時
留
遅
二
時
解
何

七
八
・
八

こ
れ
ら
三
簡
は
、
先
の
九
簡
と
比
べ
て
簡
質
が
酷
似
し
て
お
り
、
筆

法
も
横
画
の
右
上
へ
跳
ね
る
特
色
が
、
＠
の
任
や
者
の
字
に
み
ら
れ
、

ま
た
＠
の
郵
と
R
の
郵
の
字
が
酷
似
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
同
筆
と
い

え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
―
二
簡
は
次
の
如
く
連
続

⑫
@
 

し
て
い
た
冊
書
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）

R
l
Z
l
乙
未
蚤
食
当
曲
隊
卒
威
受
収
降
卒
厳
夜
少
半
四
分
臨
木
卒
l
Z
l

ニ
ニ
四
・
ニ
三
、
一
八
八
・
三

◎

@
o
校
臨
十
一
月
郵
書
二
封
張
液
居
延
都
尉
十
一
月
壬
子
夜
食
当

曲
卒
同
受
収
降
刀

六
三
・
―
二
、
一
八
八
・
ニ
―
‘
一
九
四
・
―
―

⑰
．
蝉
疇
翡
g
勺
十
一
月
己
未
夜
半
当
曲
卒
同
受
収
降
卒
厳
下
鋪
臨

木
卒
禄
付
誠
努
北
隊
卒
則

二
0
三
・
ニ

二
三
一
・
ニ

ニ
ニ
四
•
五

＠
臨
木
卒
戎
付
誠
努
北
隊
卒
則
界
中
八
十
里
書
定
行
九
時
留
遅
一

時
解
何

一
三
三
・
ニ
―
―
―

R
雉
後
鳴
五
分
当
曲
ビ

一
九
―
―
-
•
ニ

＠
十
一
月
郵
書
留
遅
不
中
程
各
如
牒
晏
等
知
郵
書
数
留
遅
為
府
発
不

事
拘
校
所
委

五
五
・
―
一
、
一
三
七
・
六
、
ニ
ニ
四
・
三

＠
任
小
吏
忘
為
中
程
甚
母
状
方
議
罰
檄
到
各
相
与
邸
校
定
吏
当
坐
者

言
須
行
者

五
五
・
一
三
、
ニ
ニ
四
・
一
四
、
ニ
ニ
四
・
一
五

⑰
母
忽
如
律
令
会
月
十
六
日

五
五
・
ニ
三

こ
の
冊
書
の
年
代
で
あ
る
が
、
前
述
の
乙
未
か
ら
壬
子
、
己
未
と
い

う
日
を
示
す
干
支
を
十
一
月
の
中
に
含
む
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
王

奔
の
地
名
改
名
に
よ
っ
て
居
延
は
居
成
と
な
る
が
、
こ
の
冊
書
で
は
居

延
の
ま
ま
で
あ
る
の
で
前
漠
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
同
筆
跡
と

思
わ
れ
る
年
号
を
記
し
た
簡
に
、

建
平
五
年
十
二
月
口

一
八
八
・
三
三

が
あ
る
。
建
平
五
年
と
は
前
漢
哀
帝
の
治
世
の
年
号
で
あ
る
が
、
四
年

ま
で
改
元
さ
れ
建
平
五
年
と
は
元
寿
元
年
（
紀
元
前
二
年
）
の
こ
と
で
あ

る
。
前
漢
で
元
寿
元
年
前
後
に
刻
当
の
十
一
月
を
含
む
年
を
調
べ
る
と
、

元
始
五
年
(
+
一
月
は
辛
卯
朔
）
、
鴻
嘉
四
年
（
癸
巳
朔
）
、
河
平
二
年
（
辛

⑭
 

卯
朔
）
、
建
昭
元
年
（
乙
未
朔
）
、
甘
露
元
年
（
壬
辰
朔
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
い
ず
れ
の
年
に
あ
た
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
元
寿
元
年
に
最
も
近
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+-'~· 
・
放
雙
森
苓
三
問

＊
・
楓
渠
黍
彦
〗

◎
 犀

叉
ャ
皇
肴
史
竹
キ
碕
招
正
―
ー
埓
絣
呵

；

可f箆

立l

．
羹
李
一
月
卸
手
＿
討
嚢
生
名
青
す
棗
曽
●
弁
司
史
轟
JZl

葛
疵
璽
覇
壽
璽
誓
図
箋
羹
璽
髪
雷

キ
百
柔
夜
半
晋
由
辛
司
受
収
背
卒
＇
巖
下
統
麻
本
卒
紙
呵
試
絡
丸

成
桑
合
を
封

卓
急
居
治
屈

薯

饂
闘
饂
纂
麿
璽
薦
躙

R
 

日
ぢ
委
畜
誓
文
良
痔
年
辰
衣
名
菜
累
千
ロ

『
こ
喜
畠
嚢
零
塁
閤
覧
翠
ヂ

蕗
卒
則

』

h
1・
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任
か
更
冬
為
中
底
甚
母
｀
杖
ヵ
扱
罰
愚
ぶ
想
奥
婉
扱
足
史
滑
告
忍
1

須
，
行
沫

岳
誓
傘
ナ
紐
葛
茄
え
謬
餌
羞
晨
和
嘉
塁
誓
書
旦

R
 雄

浚
曲
五
分
あ
翌
四

R

-

．

し

1•. 

ー
り
な

十
一
可
岬
薯
留
遅
不
中
ャ
茫
各
如
牒
尿
等
翌
享
登
手
ぬ
消
役
不
畢
拘
校
苅
本

＠
国
聾
蓋
墜
索
孟
翌
塁
喜

9
菫
賃
瓢
工
閂
峯

毎

忽

加

袢

冷

令

月

十

＞

J

日

⑦
濯
冑

~
i
,

：
｀
‘
[
〗
い

□

．
悶
議
聾
虞
聾
〗

疼
累
奇
翌
四

桑
璽
品
菱

⑨
 

翌
辛
．
夫
吋
訳
絡
北
賂
辛
判
苓
文
令
里
字
主
竹
九
玲
箭
五

祖
書
望
態
璽
言
憂
書
麗
喜
篇
隠
喜
屠
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い
元
始
五
年
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
‘
―
二
枚
の
冊
書
を
復
原
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
冊
書

と
し
て
は
如
何
な
る
性
質
の
も
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
内
容
か
ら

言
え
ば
、
郵
書
の
失
期
に
対
す
る
候
官
か
ら
候
長
へ
の
問
責
並
び
に
出

頭
を
求
め
る
公
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

形
式
か
ら
言
え
ば
、
ま
未
だ
書
は
―
二
枚
で
完
全
で
は
な
く
、
牒
の

簡
数
が
増
加
す
る
可
能
性
は
あ
る
。
更
に
、
牒
か
ら
直
接
に
文
書
に
接

続
す
る
の
か
と
い
う
と
、

•
右
四
牒
厳
教
戒
後

五
0
七
・
ニ

0

の
よ
う
な
簡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
牒
と
文
書
の
間
に
位
置
し
て
数
枚
の

牒
を
締
め
る
簡
が
一
枚
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
も
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
牒
の
ニ
二
四
・
五
簡
に
は
十
一
月
、

文
書
の
五
五
・
一
三
、
ニ
ニ
四
・
一
四
、
ニ
ニ
四
・
一
五
簡
に
は
言
と

い
う
小
文
字
の
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
各
牒
冒
頭

の
書
き
出
し
の
部
分
が
ま
ち
ま
ち
の
書
式
と
な
っ
て
す
っ
き
り
と
し
て

い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
私
は
こ
の
冊
書
を
候
官
か
ら
候
長
へ
の
下

達
文
書
の
下
書
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
内
容

か
ら
い
え
ば
、
候
官
か
ら
発
送
さ
れ
、
候
官
に
は
残
る
は
ず
の
無
い
性

質
の
文
書
が
甲
渠
候
官
址
か
ら
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
書
式
の
上

か
ら
も
、
一
八
八
・
三
三
簡
で
完
結
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
候
官
の
冊

書
の
書
記
者
の
署
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
下
書
き
で
あ

る
こ
と
を
傍
証
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

IZl 

以
上
の
考
証
に
よ
り
‘
―
二
簡
か
ら
な
る
郵
書
失
期
を
問
責
す
る
冊

書
が
復
原
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
三
0
•
三
一
年
居
延
漢
簡
に
お
い

て
、
永
元
器
物
簿
、
永
光
二
年
候
長
鄭
赦
取
寧
冊
、
元
康
五
年
詔
書
冊

に
つ
い
で
第
四
の
冊
書
が
出
現
し
た
こ
と
に
な
る
。

今
回
の
冊
書
の
内
容
か
ら
、
漢
代
辺
境
に
お
け
る
文
書
逓
伝
業
務
の

遅
れ
に
対
し
て
、
侯
官
の
末
端
に
位
置
す
る
隊
か
ら
の
逓
伝
報
告
に
基

づ
い
て
、
そ
の
留
遅
を
問
責
す
る
文
書
が
候
官
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る

と
い
う
具
体
的
な
処
置
の
様
子
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
冊
書
が
甲
渠
候
官
か
ら
所
属
の
候
へ
の
下
達
文
書
の
下
書
き
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
漢
代
の
下
級
書
記
官
の
日
常
業
務
の
一
端
が
窺
わ
れ
る
。

文
書
の
作
成
に
下
書
き
が
作
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
仕

事
の
徹
底
さ
と
共
に
改
め
て
、

口
坐
移
正
月
尽
三
月
四
時
吏
名
籍
誤
十
時
適

□里一
八
五
・
三
二

と
い
う
甲
渠
候
官
出
土
簡
の
内
容
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
。
簡
の
内
容

は
、
侯
官
の
書
記
官
某
が
居
延
都
尉
府
へ
送
っ
た
正
月
か
ら
三
月
ま
で

の
「
四
時
吏
名
籍
」
に
誤
記
が
十
個
所
も
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
適
徒

さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
日
の
間
に
か
な
り
多
く
の
文
書
を
作

成
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
書
記
官
に
は
、
業
務
の
正
確
さ
を
強
く
求
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

む

す

び
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①
大
庭
脩
「
『
居
延
漢
簡
甲
乙
編
』
の
出
版
と
居
延
漢
簡
研
究
」

文
学
論
集
』
第
3
2
巻
1
号
(
-
九
八
二
年
）
。

③
居
延
漢
簡
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
『
木
簡
研
究
』
第
二
号
(
-
九
八

0
年）

の
大
庭
教
授
の
「
序
言
」
に
従
っ
た
。

③
森
鹿
三
著
『
東
洋
学
研
究
ー
居
延
漢
簡
篇
—
』

註

官
吏
の
考
課
の
対
象
と
な
る
「
功
労
」
の
労
が
、
勤
務
日
数
を
主
と

⑮
 

す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
稜
労
と
い
う
最
も
一
般
的
な
昇
進
に
於
い
て

は
一
年
間
に
作
成
す
る
文
書
記
載
の
誤
り
の
多
寡
が
問
題
に
な
り
、
積

労
が
単
に
勤
務
日
数
を
重
ね
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
質
も
問

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
漢
簡
研
究
に
お
い
て
釈
文
に
よ
る
研
究
か
ら
写
真
を
使
っ

た
研
究
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
現
在
で
は
写

真
に
よ
っ
た
古
文
書
学
的
研
究
を
必
須
と
す
る
冊
書
復
原
を
想
定
し
た

段
階
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
筆
跡
が
重
要
な
意
味
を

も
っ
て
く
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
簡
の
形
状
・
書
式
の
分
析
と
並
ん

で
筆
跡
を
決
め
手
と
し
た
。
出
土
地
が
す
べ
て
判
明
し
た
現
在
、
同
地

点
出
土
簡
を
筆
跡
に
よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
が
、
三0•
三
一
年
居
延

漢
簡
に
対
す
る
残
さ
れ
た
研
究
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
七

三
・
七
四
年
居
延
漢
簡
の
有
効
な
利
用
は
、
三0•
三
一
年
漢
簡
の
分

析
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
の
補
足
、
実
証
か
ら
は
じ
ま
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

『
関
西
大
学

（
一
九
七
五
年
）
。

④

R
e
c
ミ
d
s
o
f
 H
a
n
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
、
M
i
c
h
a
e
l
L
o
e
w
e
,
 C
a
m
b
r
i
d
g
e
 

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, 1
9
6
7
,
 

⑤
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
第
4
6
.
4
7
（
一
九
七
四
年
）
．
5
1
号
（
一
九
七
九
年
）
。

氏
の
研
究
は
『
甲
乙
編
』
の
出
版
に
よ
っ
て
も
列
挙
さ
れ
た
簡
に
は
ほ
ぼ
誤
り

は
無
い
。
こ
の
研
究
に
あ
た
っ
て
、
氏
は
分
類
に
対
し
て
定
期
文
書
と
不
定
期

文
書
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
い
ろ
が
、
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
私
は
帳
締
名

籍
類
と
文
書
類
と
私
文
書
（
私
信
）
と
い
う
分
類
を
行
っ
た
。
大
庭
脩
著
『
木

簡
』
（
学
生
社
・
一
九
七
九
年
）
の
一
八
三
頁
に
も
、
こ
れ
に
関
す
る
事
が
記

さ
れ
て
い
る
。

⑥
大
庭
脩
著
『
秦
漠
法
制
史
の
研
究
』
第
三
篇
第
二
章
居
延
出
土
の
詔
書

冊
（
一
九
八
二
年
）
。

⑦
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
の
私
の
分
類
に
よ
る
。

⑧
鎌
田
重
雄
「
漢
代
郡
国
の
上
計
」
『
漢
代
史
研
究
』
（
一
九
四
八
年
）
所
収
。

⑨
敦
煙
漢
簡
で
は
、
敦
六
乙
を
王
国
維
は
凌
胡
隊
址
と
し
て
い
る
。
（
『
流
沙

墜
簡
』
）
。

居
延
漠
簡
で
は
、
肩
水
金
関
隊
A
3
2
や
通
澤
第
二
亭
の
A
2
2
出
士
の
帳
簿
簡

が
あ
る
。

⑩
帳
簿
の
送
り
状
で
背
面
に
署
名
の
あ
る
も
の
は
、
甲
渠
候
官
址
A
8
か
ら
は

六
八
・
八
、
三
八
・
ニ

0
、
五
七

・
1
0、
二
六
七
・
一
五
が
あ
り
、
肩
水
候

官
址
A
3
3
か
ら
は
一
九
九
・
一
、
五
三
六
•
五
、
一
―
・
ニ
七
、
二
八
四
・
ニ

が
あ
る
。

⑪
大
庭
脩
著
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
第
五
篇
第
一
章
漢
代
の
関
所
と
。
ハ

ス
ポ
ー
ト
(
-
九
八
二
年
）
。

⑬
校
甲
渠
候
移
正
月
壺
一
二
月
四
時
吏
名
籍
第
十
二
隊
長
張
宣
史
案
府
籍
宣
不
使

不
相
應
解
何
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―
二
九
・
ニ
ニ
、
一
九0
•
三
0

こ
の
簡
は
居
延
都
尉
府
か
ら
甲
渠
候
官
へ
送
ら
れ
て
き
た
問
責
の
冊
書
の
牒

で
あ
る
と
考
え
る
。

⑱
「
居
延
漢
代
遺
址
的
発
掘
和
新
出
土
的
簡
冊
文
物
」
『
文
物
』
一
九
七
八
年

第
一
期
所
収
。
永
田
英
正
「
新
居
延
漢
簡
中
の
若
干
の
冊
書
に
つ
い
て
」
『
富

山
大
学
文
学
部
紀
要
』
―
―
-
（
一
九
七
九
年
）
。

⑭
林
巳
奈
夫
編
『
漢
代
の
文
物
』
第
十
一
章
第
二
節
「
図
書
」
の
「
文
書
」
の

項
。
（
一
九
七
七
年
）
。

⑮
「
簡
贖
よ
り
見
た
る
漢
代
辺
郡
の
統
治
制
度
」
『
講
座
敦
煽
』
―
―
-
（
一
九
八

0
年
）
所
収

⑯
郵
書
の
記
述
か
ら
逓
伝
ル
ー
ト
を
考
察
す
る
方
法
は
正
し
い
と
思
う
が
、
陳

夢
家
氏
は
隊
の
統
属
を
誤
っ
て
お
り
、
更
に
封
検
を
根
拠
に
A
8
破
城
子
を
甲

渠
候
官
と
共
に
居
延
都
尉
府
の
治
所
と
さ
れ
る
こ
と
は
全
く
誤
り
で
あ
る
。
陳

氏
の
説
は
、
『
漢
簡
綴
述
』
（
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
輯
、
一
九
八

0
年）

p
2
2
に
あ
り
、
永
田
氏
の
説
は
、
前
掲
注
⑥
に
あ
る
。

⑰

A
8
出
土
の
郵
書
の
中
で
、
下
段
の
逓
伝
記
録
の
項
に
「
界
中
何
里
書
定
行

何
時
中
程
」
と
い
う
よ
う
な
記
載
の
あ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
記
載
の
あ
る
簡

の
大
部
分
は
、
甲
渠
候
官
管
轄
区
域
の
北
端
と
南
端
と
考
え
ら
れ
る
嘗
曲
隊
と

臨
木
隊
の
間
の
逓
伝
を
記
し
、
営
曲
隊
か
ら
は
居
延
候
官
の
管
轄
区
域
へ
、
臨

木
隊
か
ら
は
舟
井
候
官
の
管
轄
区
域
へ
と
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
留
遅
が
あ
っ
た

場
合
に
は
候
官
へ
出
頭
し
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
も
、
界
中
と
は
候
官
管
轄
内
の
地

域
を
指
す
語
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
故
、
武
賢
隊
か
ら
誠
北
隊
へ
の
ル
ー
ト

は
執
胡
隊
へ
向
か
う
ル
ー
ト
と
は
別
に
誠
北
で
分
か
れ
て
他
候
官
の
隊
へ
向
か

う
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
郵
書
自
体
の

数
が
少
な
い
こ
と
と
郵
書
の
細
か
な
書
式
の
差
異
の
説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
か

ら
検
証
は
困
難
で
あ
る
。

⑱
永
田
英
正
「
居
延
漢
簡
に
み
る
候
官
に
つ
い
て
の
一
試
論
ー
破
城
子
出
土
の

＾
詣
官
＞
薄
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
史
林
』
第
56
巻
5
号
(
-
九
七
三
年
）
。

⑲
努
餘
『
居
延
漢
簡
』
考
繹
之
部
（
一
九
六

0
年
）
考
證
の
古
代
記
時
之
法
を

参
照
。

⑳
『
考
古
』
一
九
六
一
年
第
八
期
。

⑪
人
名
の
晏
に
つ
い
て
は
、
居
延
漢
簡
の
中
に
は
一
六

O・
七
に

図
士
吏
晏
召
卒
還
詣
官
八
月
辛
未
鋪
坐
入
や
、
一
七
四
・
一
四
に

不
侵
候
長
晏
詣
7-

と
あ
る
が
、
R
の
晏
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か

し
、
い
ず
れ
も
詣
官
簿
で
あ
る
。

⑫
簡
の
配
列
に
あ
た
っ
て
は
、
⑨
⑨
R
R
は
便
宜
上
そ
の
よ
う
に
配
列
し
た
も

の
で
、
根
拠
は
な
い
。

⑬
冊
書
に
し
て
＠
と
⑨
の
簡
の
界
中
八
十
里
は
同
じ
で
あ
る
が
、
定
行
に
ち
が

い
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
明
確
な
証
拠
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
封
検
を
み

る
と
「
以
亭
行
」
、
「
隊
次
行
」
、
「
行
者
走
」
、
「
吏
馬
馳
行
」
な
ど
と
逓

伝
方
法
の
指
定
と
も
言
う
べ
き
記
載
が
あ
る
。
こ
の
逓
伝
方
法
の
ち
が
い
が
定

行
の
ち
が
い
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑭
『
新
訂
補
正
三
正
総
覧
』
（
内
務
省
地
理
局
編
纂
一
九
七
五
年
再
版
）
に
よ
る
。

⑮
大
庭
脩
著
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
第
四
篇
第
六
章
漢
代
に
お
け
る
功
次

に
よ
る
昇
進
。

附

記本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
御
指
導
下
さ
っ
た
大
庭
脩
教
授
に
末
尾
な
が
ら
謝
意

を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
関
西
大
学
大
学
院
生
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